
伊賀広域農産物ブランド登録制度がはじまります！ 

 

 

ブランド名：  ＩＧＡＧＲＥＥＮ 

イ ガ グ リ ー ン

 

 

 

Ｑ.どのようなブランド？ 

「オーガニックビレッジ宣言」を合同で行った名張市と伊賀市で有機農業産地づくり推進につな

がる取組として、有機農業で生産されている農産物をはじめ、環境負荷低減に取り組み生産

された農産物を消費者様へ見える形でお届けすることをコンセプトとしています。 

 

 

Ｑ.どのような農産物？ 

伊賀地域で環境負荷低減（化学合成農薬と化学肥料の使用を原則 30％以上低減）に取り組

んで生産された、次の基準に該当する農産物です。 

 

●伊賀ふるさと農業協同組合が定めた栽培基準を満たし、認定した農産物　※下記参照 

次に該当する農産物の登録基準の詳細は、伊賀市ホームページにて確認いただけます。 

●有機ＪＡＳ認証を受けた農産物 

●環境保全型農業直接支払交付金の交付対象圃場で生産された農産物 

●人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度に基づき認定された農産物 

●その他、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき生産された特別栽培農産物



●伊賀ふるさと農業協同組合が定めた栽培基準を満たし、認定した農産物の登録方法 

申し込みの際は、【様式第１号】認定申請書をダウンロードいただき、ご使用ください。 

なお、申請にあたっては「実施要領」「認定事務フローチャート」をご覧ください。また、栽培基

準として「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度　栽培基準表」を参考ください。 
 

 

 

 

 

Ｑ.登録すると何ができる？ 

「ＩＧＡＧＲＥＥＮ」ロゴの画像データをお渡しします。対象農産物の販売資材へのシール貼付や

印刷、ＳＮＳ・ＨＰでのＰＲなど自由度の高い活用をしていただくことができます。 

 

＜ロゴの活用イメージ＞ 

　※ロゴはフルカラー・白抜き・黒抜きの 3 パターンを用意します。 

 

 

 

 

 
【様式第 1 号】認定申請書  (Word 形式）

 
実施要領  (PDF 形式）

 
認定事務フローチャート  (PDF 形式）

 
人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度 栽培基準表  (PDF 形式）

https://www.jaiga.or.jp/pdfswp/eino/jaiga_igagreen_ninteisinseisyo.docx
https://www.jaiga.or.jp/pdfswp/eino/jaiga_igagreen_jissiyoryo.pdf
https://www.jaiga.or.jp/pdfswp/eino/jaiga_igagreen_ninteiflowchart.pdf
https://www.jaiga.or.jp/pdfswp/eino/20250731_mienoansinsyokuzaihyoujiseido.pdf

